
函館市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，シルバーハウジングに居住する高齢者に対し，生活指導，生活相談，

安否の確認，一時的な家事援助，緊急時の対応等のサービスを提供することにより，居住

者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう，その在宅生活を支援するた

めに実施するシルバーハウジング生活援助員派遣事業（以下「事業」という。）の実施に

関し,必要な事項を定めるものとする。        

（実施主体)                         

第２条 事業の実施主体は，函館市とし，事業の全部または一部について，市が適当と認め

る者に対し，その実施を委託できるものとする。 

（事業の実施方法） 

第３条 事業は，函館市花園町３１番４号市営住宅花園団地４号棟（以下「シルバーハウジ

ング」という。）に生活援助員を派遣して実施するものとする。 

２ 生活援助員は，シルバーハウジング内に設置された執務室で執務するものとする。 

（生活援助員の要件）                    

第４条 生活援助員は，高齢者の福祉について理解と熱意を有し，かつ，事業を適切に実施

する能力を有する者とする。 

（生活援助員の派遣時間等）  

第５条 生活援助員の派遣時間は，月曜日から金曜日の午前９時から午後５時とし，土曜日，

日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日，および年

末年始（１２月２９日から翌年１月３日）は，派遣を行わない。 

（生活援助員の業務内容）   

第６条 生活援助員は必要に応じ，シルバーハウジングの入居者（以下「入居者」という。）

に対して，次の各号に掲げるサービスを提供する。      

 (1) 生活指導・相談              

 (2) 安否の確認                  

 (3) 一時的な家事援助             

 (4) 緊急時の対応               

 (5) 関係機関等との連絡            

(6) その他日常生活上必要な援助      



（秘密の保持）                       

第７条 生活援助員は，入居者のプライバシーの確保に十分配慮し，正当な理由がなく，そ

の業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（関係機関等との連携）                 

第８条 事業の実施に当たっては，保健福祉に関する機関および医療機関ならびに消防本

部等との連携により，事業の円滑な実施を図るとともに，自治会等地域社会による協力，

支援を得られるよう努めるものとする。 

（その他）                         

第９条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則 

  この要綱は，平成８年１１月１日から施行する。 

   附 則                         

この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則                         

この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則                         

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する 

   附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和７年２月２６日から施行する。 

 


